
東
国
出
身
の
防
人
達

曾
我
　
部
静
雄

：東國出身の防人達（曾我部）

　
【
要
約
】
　
我
が
律
令
時
代
に
筑
紫
・
壱
岐
・
対
島
に
は
、
警
備
の
た
め
に
防
人
が
配
澱
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
防
人
に
は
東
国
出
身
者
が
多
く
当
て
ら
れ
、

特
に
孝
謙
天
皇
の
天
平
勝
宝
頃
の
防
人
は
、
そ
の
悉
く
が
東
国
出
身
春
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
唐
の
防
人
の
主
力
は
山
東
嵩
身
者

で
あ
っ
た
の
を
模
倣
し
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
箭
明
天
皇
八
年
・
西
麿
六
三
六
年
）
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
折
衝
府
に
は
折
衝

　
　
　
開
　
唐
の
防
人

　
中
国
の
均
田
法
に
伴
う
兵
制
で
あ
る
府
兵
制
度
は
、
南
北
朝
特
代
の
北
朝
の

西
魏
に
起
つ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
北
周
を
経
て
晴
が
継
承
し
、
更
に
唐

に
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
翻
度
は
我
が
国
に
も
輸
入
さ
れ
て
、
我
が
班

田
版
仕
法
時
代
の
兵
制
と
な
っ
た
。
唐
の
府
兵
綱
度
を
取
扱
つ
た
文
献
は
、
大

唐
六
典
出
田
の
兵
部
及
び
巻
三
十
の
三
府
督
護
州
県
官
吏
を
初
め
と
し
て
多
く

あ
る
が
、
最
も
要
を
得
て
い
る
の
は
新
唐
書
巻
五
十
の
兵
志
で
あ
る
。
よ
っ
て

こ、

黷
謔
闔
蛯
ﾆ
し
て
新
唐
書
の
兵
志
に
よ
っ
て
、
唐
の
府
兵
制
度
、
特
に
防
人

制
度
を
究
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
唐
の
府
兵
が
入
営
す
る
折
衝
府
の
制
度
が
整
っ
た
の
は
、
太
宗
の
貞
観
十
年

都
尉
や
果
毅
都
尉
な
ど
の
武
臣
が
配
属
さ
れ
て
い
た
が
、
折
衝
府
に
は
三
等
級

が
あ
っ
て
、
定
員
千
二
百
人
の
も
の
を
上
府
と
言
い
、
千
人
の
も
の
を
中
府
と

言
い
、
八
百
人
の
も
の
を
下
府
と
称
し
た
。
そ
の
折
衝
府
の
数
は
唐
馬
要
巻
七

十
州
梁
分
望
道
に
は
六
百
三
十
四
と
あ
り
、
間
書
巻
七
十
二
府
兵
の
所
に
は
六

百
三
十
三
と
あ
る
が
、
資
治
鎌
瀬
巻
百
九
十
四
頁
観
十
年
の
末
尾
の
所
に
は
や

は
り
六
百
三
十
四
と
あ
り
、
叉
漸
唐
画
嵐
巻
五
十
丘
ハ
士
ゆ
に
も
同
様
に
六
｝
臼
一
一
工
－
四

と
あ
る
・
そ
の
緬
馨
二
＋
九
折
鱒
に
は
吾
九
志
な
ど
と
あ
る
・
か

く
呼
樋
に
差
異
の
あ
る
の
は
、
折
衝
膚
が
現
在
し
た
年
代
の
糧
違
に
よ
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
太
宗
の
虞
観
十
年
頃
に
は
六
百
三
十
四
の
折
衝
府
が
存
在
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
。
こ
の
内
、
首
都
の
長
安
が
あ
る
関
内
道
（
函
谷
瀾
以
西
の
地
）
に
は
二
百
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六
十
一
，
ほ
ど
の
折
衝
府
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
首
都
の
長
安
に
は
、
禁
衛

　
　
　
③

軍
と
し
て
十
二
衛
と
六
率
府
と
が
設
け
ら
れ
て
あ
り
、
こ
の
衛
と
率
府
に
番
上

入
営
す
る
も
の
を
衛
士
と
称
せ
ら
れ
た
。
天
下
の
各
地
に
所
在
す
る
諸
折
衝
府

は
、
必
ず
ど
れ
か
の
衛
か
率
府
に
隷
属
し
て
い
た
。
府
兵
の
年
齢
は
二
十
歳
か

ら
五
十
九
歳
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
衛
士
は
そ
れ
よ
り
一
年
遅
い
二
十
一
歳
か
ら

始
っ
て
覧
十
九
歳
に
終
っ
て
い
た
。

　
又
辺
境
に
派
遣
さ
れ
て
そ
の
警
備
に
当
る
も
の
は
鎮
戌
兵
と
か
、
鎮
兵
と
か
、

戊
兵
と
か
、
更
に
は
防
人
・
防
丁
と
称
せ
ら
れ
た
。
こ
の
鎮
兵
、
す
な
わ
ち
防

人
の
制
度
に
つ
い
て
は
新
愚
書
の
巻
五
十
兵
志
に
、

　
唐
初
兵
之
戎
レ
辺
君
、
大
日
レ
軍
、
小
田
　
等
等
↓
日
レ
城
、
日
レ
鎮
、
薦
総
レ
之

　
考
日
レ
道
、
若
昌
慮
龍
軍
一
・
東
軍
等
守
捉
十
一
↓
日
二
平
帯
道
↓
（
中
略
）
此

　
自
扁
武
徳
一
至
昌
天
宝
以
前
一
辺
上
之
制
、
其
軍
・
城
・
鎮
・
皆
無
、
皆
有
レ
使
、

　
馬
道
有
噛
・
［
大
将
一
人
一
日
二
大
総
管
↓
已
髭
面
日
昌
大
都
督
旧
識
昌
太
宗
時
↓
行
軍
征

　
忌
日
繍
大
総
管
点
在
二
更
本
道
｝
日
昌
大
都
督
↓

と
あ
っ
て
、
節
度
使
出
現
以
前
の
唐
の
辺
防
制
度
の
概
要
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

軍
・
守
捉
・
城
・
鎮
の
四
つ
は
防
人
部
隊
の
編
成
名
で
あ
り
又
駐
屯
地
の
種
類

名
で
あ
っ
て
、
こ
の
外
に
鎮
よ
り
小
さ
い
戒
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
大
唐
六
典
巻

三
十
の
三
等
督
護
州
県
嘗
吏
の
所
に
見
え
て
居
り
、
鎮
の
大
将
は
鎮
将
、
戌
の

大
将
は
戌
主
で
あ
っ
た
こ
と
も
同
霜
同
巻
に
見
え
て
艦
る
。
こ
れ
等
の
省
都
隊

を
総
轄
す
る
管
区
と
し
て
、
平
地
道
を
初
め
と
す
る
十
二
の
道
が
設
げ
ら
れ
、

各
道
に
は
大
将
と
し
て
大
盲
管
が
置
か
れ
て
い
た
。
大
総
管
は
後
に
名
称
を
大

都
督
と
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
唐
の
心
猿
制
度
は
、
節
度
使
の
撮
現
に
よ

つ
て
、
か
な
り
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
車
轍
書
の
影
面
に
は

続
い
て
、

　
自
昌
高
宗
永
十
一
以
後
、
都
督
帯
レ
使
持
レ
節
者
、
始
謂
昌
之
節
度
使
雨
然
猶
十
二

　
以
名
τ
官
、
景
雲
二
年
以
＝
賀
抜
延
嗣
一
為
　
涼
州
都
督
・
河
西
節
度
使
ハ
自
レ
此

　
而
後
、
接
漏
乎
開
元
・
朔
方
・
朧
右
・
河
東
・
河
西
諸
鎮
↓
皆
墨
田
節
度
使
納

　
及
三
萢
陽
平
度
使
安
禄
山
反
犯
二
承
師
↓
天
子
之
兵
子
下
レ
能
レ
抗
、
二
期
　
両

　
京
↓
粛
宗
起
　
霊
武
納
而
諸
鎮
之
兵
共
起
詠
レ
賊
、
其
後
禄
山
子
慶
翁
忌
史
論
明

　
父
子
継
起
、
中
国
大
乱
、
粛
長
命
一
丁
光
弼
等
｝
討
レ
之
、
号
漏
九
節
岸
辺
師
↓

　
久
レ
之
大
盗
既
減
、
而
武
夫
戦
卒
、
以
レ
功
起
昌
行
陣
↓
列
為
漏
侯
王
一
考
、
皆

　
除
漏
節
度
使
｛
由
レ
是
方
鎮
、
桐
＝
塑
於
内
地
雨
（
下
略
）

と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
唐
の
第
三
代
高
宗
の
永
徽
頃
か
ら
節
度
使
な
る
も
の
が

生
れ
始
め
、
そ
れ
が
容
宗
の
景
雲
二
年
（
七
一
一
）
か
ら
正
式
の
官
名
と
な
り
、

大
都
督
に
代
っ
て
滞
空
の
軍
隊
を
指
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
過
を
述
べ
、
更

に
そ
れ
が
安
謬
錯
の
視
蓋
は
内
地
に
も
置
か
れ
る
よ
う
な
っ
た
瀬
末
を
も
述
べ

て
い
る
。
爵
禄
山
の
乱
が
始
ま
る
前
の
玄
宗
の
天
与
元
年
（
七
四
二
）
頃
に
は
、

十
節
度
使
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
資
治
通
鑑
巻
二
百
十
五
天
宝

元
年
正
月
壬
子
の
条
に
、

　
分
＝
平
盧
｝
別
為
昌
節
度
↓
以
昌
安
禄
山
一
為
　
節
度
使
嚇
三
時
、
天
下
声
教
所
レ
被

130　（290）



蒙飼繊身の防人慮（曾我都）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ゆ
　
　
ロ
　
　
ゆ
　
　
び
　
　
ぴ
　
　
　
ロ
　
　
ゆ
　
　
　
ロ

　
之
州
、
三
百
二
十
一
、
羅
鷹
之
州
、
八
百
、
縫
昌
々
節
度
経
略
｝
以
備
レ
辺
、
安

　
西
節
度
撫
産
調
西
域
（
田
子
亀
滋
・
焉
醤
・
子
闘
・
美
章
四
鎮
↓
治
塩
亀
蕉
城
（

　
兵
二
万
四
千
、
北
庭
節
度
堕
［
制
糖
葉
施
・
堅
昆
雨
統
　
瀬
海
・
天
葭
・
伊
吾

　
三
軍
↓
屯
昌
伊
・
西
二
州
西
境
｛
治
二
北
腱
都
愚
挙
ハ
兵
二
万
人
、
東
電
節
度
断
昌

　
隔
吐
蕃
・
突
豚
嚇
統
一
赤
水
・
大
斗
・
建
旗
・
寧
趨
・
董
門
・
野
離
・
豆
盧
・

　
漸
泉
八
軍
、
張
糠
∵
交
城
・
白
亭
三
守
捉
↓
屯
二
涼
・
粛
・
瓜
・
沙
・
会
五
州

　
之
境
雨
治
下
涼
州
｛
兵
七
万
三
千
人
、
撃
方
節
度
揮
一
㎜
禦
突
瀕
↓
（
h
「
欠
口
r
　
覇
）
河
東
節

　
度
与
禺
朔
方
一
難
角
、
以
禦
二
突
蕨
穴
中
略
）
萢
陽
節
度
臨
　
制
婁
・
契
丹
ハ
（
中

　
略
）
、
平
窟
節
度
鎮
昌
撫
室
輩
・
鞍
鵜
↓
（
中
賂
）
朧
右
簾
警
備
　
禦
吐
蕃
↓
（
中

　
略
）
歌
碑
節
度
西
抗
［
吐
蕃
嚇
南
舞
出
惜
↓
（
申
略
）
嶺
南
五
府
経
略
鞍
昌
静

　
夷
里
門
顎
外
又
有
昌
長
楽
経
略
嶋
福
州
流
レ
之
、
　
（
巾
略
）
東
簾
黒
々
、
莱
州
領

　
レ
之
、
東
島
守
捉
、
濠
州
領
レ
之
、
各
千
人
、
凡
鎮
兵
四
十
九
万
人
、
馬
田
万

　
余
熱
、
（
下
略
）

と
述
べ
て
あ
り
、
十
節
度
使
は
安
西
・
北
庭
・
河
西
・
朔
方
・
河
東
・
多
事
・

平
盧
・
瀧
右
・
剣
南
・
最
南
で
あ
っ
て
、
そ
の
頃
の
防
人
の
数
は
四
十
九
万
入

で
あ
っ
た
と
適
う
。
こ
の
よ
う
に
辺
境
守
備
の
管
区
司
令
官
の
名
称
は
変
っ
た

が
、
配
下
の
防
人
そ
の
も
の
は
、
安
禄
山
の
乱
を
契
機
と
し
て
均
田
法
や
府
兵

制
疫
が
全
面
的
に
崩
壊
す
る
ま
で
、
存
在
し
続
け
た
。
こ
の
唐
の
防
人
に
つ
い

て
は
、
私
は
既
に
『
鮭
会
経
済
史
学
』
第
二
十
六
巻
第
一
号
研
載
拙
稿
「
両
税

法
成
立
の
由
来
」
や
警
歴
史
教
育
』
第
八
巻
第
六
号
所
載
拙
稿
「
唐
の
均
田
法

時
代
の
兵
士
の
身
分
と
特
権
」
で
取
扱
っ
た
が
、
浜
口
重
国
博
士
の
『
史
学
雑

誌
』
第
四
十
一
編
第
十
一
号
と
第
十
二
母
に
連
載
さ
れ
た
「
府
丘
ハ
制
度
よ
り
新

兵
制
へ
」
や
、
玉
井
是
博
氏
遺
稿
集
の
『
支
那
社
会
経
済
史
研
究
』
所
収
「
唐

代
防
蝕
考
」
な
ど
に
は
特
に
こ
れ
を
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
防
人
制
度
が
玄

宗
の
時
に
非
常
に
腐
敗
脆
落
し
、
そ
れ
が
因
由
と
な
っ
て
両
税
法
が
生
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　
防
人
の
辺
境
で
の
勤
務
年
限
は
三
年
で
あ
っ
た
が
、
玄
宗
の
開
元
の
初
め
と

思
わ
れ
る
頃
に
六
年
に
な
っ
た
。
新
・
認
諾
書
の
鞍
置
伝
や
図
会
要
略
八
十
三

租
税
上
に
あ
る
楊
炎
の
両
税
法
の
設
覆
を
求
め
た
上
奏
文
中
に
も
「
恨
制
、
入

丁
戌
レ
辺
潜
、
緯
圏
・
［
登
霞
・
庸
嚇
六
歳
出
帰
」
と
あ
っ
て
、
六
年
の
勤
務
年
限
で

あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
防
人
の
供
給
地
は
主
と
し
て
繕
山
・
函
谷
関
以
東

の
所
謂
山
東
地
方
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
資
治
通
男
巻
二
胃
三

十
二
徳
宗
嶽
元
二
年
（
七
八
六
）
八
月
の
所
に
あ
る
李
泌
が
徳
宗
に
対
し
て
府

兵
の
こ
と
を
述
べ
た
説
明
の
中
に
、

　
山
東
戒
卒
、
多
婬
訪
細
螺
一
欝
随
、
辺
将
誘
レ
之
、
寄
口
於
府
庫
嚇
昼
則
苦
役
、

　
夜
繁
昌
地
薄
丙
利
　
其
死
嚇
禰
没
繍
入
器
財
ハ
故
臼
鳳
天
宝
一
以
後
、
山
東
戌
卒
還
潜
、

　
什
無
三
一
三
ハ
其
残
慮
如
レ
此
、

と
あ
っ
て
、
山
東
出
身
の
防
人
達
が
辺
境
の
勤
務
地
に
赴
く
に
当
っ
て
は
、
多

く
の
も
の
は
細
…
｛
吊
を
持
参
し
た
が
、
辺
将
達
は
巧
言
を
以
て
そ
れ
を
捲
ぎ
上
げ

且
つ
死
に
至
ら
し
め
た
か
ら
、
天
平
に
な
っ
て
か
ら
爵
東
出
身
の
戊
卒
で
畑
鼠
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帰
還
す
る
も
の
は
十
人
の
中
で
二
、
三
人
も
な
か
っ
た
と
蕎
う
、
宿
将
達
は
そ

の
奪
っ
た
絡
吊
を
以
て
中
央
で
の
猟
福
運
勤
の
資
に
充
て
た
が
、
国
入
達
の
死

亡
に
つ
い
て
は
，
一
言
も
上
司
に
報
告
せ
ず
、
全
員
無
事
に
復
員
し
た
と
報
告
し

た
の
で
あ
る
。
死
亡
者
を
生
存
看
と
し
て
報
告
し
た
か
ら
、
こ
れ
等
の
黒
し
い

死
亡
籍
に
は
課
税
が
及
ぶ
の
は
昂
然
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
不
都
合
を
匡
正

す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
の
が
、
実
に
楊
炎
の
首
唱
せ
る
両
税
法
で
あ
る
。
そ

の
委
細
に
つ
い
て
は
私
は
上
記
の
拙
稿
「
両
税
法
成
立
の
由
来
」
に
述
べ
て
あ

る
。　

両
税
法
の
実
施
と
言
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
は
均
田
法
の
廃
止
を
宣
言
し
た
に

他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
劃
期
的
な
改
正
が
行
わ
れ
た
原
因
は
窄
ん

で
あ
る
か
と
盤
口
え
ば
、
そ
れ
は
山
東
出
身
の
防
人
達
の
苦
役
か
ら
起
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
両
税
法
誕
生
の
立
役
春
は
、
実
に
山
棄
出
身
の
防
人
達
で
あ
る
と

欝
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
唐
の
防
人
の
主
要
構
成
員
は
一

す
く
な
く
と
も
玄
宗
の
開
元
・
天
険
時
代
は
一
山
東
の
出
身
者
で
あ
っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
何
故
に
防
人
の
主
要
構
成
員
に
は
山
東
の
出
身
者
が
な

っ
た
か
と
言
う
に
、
こ
れ
は
府
兵
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
が
地
域
に
よ
っ
て
異
っ

て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
函
谷
関
か
ら
西
の
関
内
道
の
府

丘ハ

ﾍ
、
首
都
長
安
が
あ
る
璽
要
地
域
に
配
置
さ
れ
て
い
た
の
で
、
満
都
長
安
の

十
二
衛
と
図
画
府
…
の
予
備
軍
と
し
て
の
使
命
を
持
っ
て
い
た
と
見
傲
さ
る
べ
き

で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
折
衝
府
の
数
も
他
地
方
に
比
し
て
断
然
多
か
っ
た
が
、

予
備
軍
で
あ
る
以
上
は
、
こ
れ
を
み
だ
り
に
他
に
転
用
す
．
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
防
人
の
差
出
は
ど
う
し
て
も
関
内
道
露
量
の
地
域
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
こ
を
以
て
、
唐
で
は
防
人
差
出
の
使
命
を
繕
山
・
函
谷
野
以
東
の
所

謂
山
東
地
方
の
兵
員
に
負
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
東
地
方
を
選
ん
だ
の
は
、

こ
の
山
東
地
方
に
属
す
る
当
隠
の
河
南
（
今
日
の
山
東
省
と
河
南
雀
）
・
河
北

（
今
日
の
河
北
憲
）
・
河
東
（
今
日
の
山
西
省
）
の
三
道
に
は
、
浜
口
重
国
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

士
の
『
史
学
雑
誌
』
第
四
十
一
編
第
十
当
国
に
載
せ
た
論
交
「
府
兵
制
度
よ
り

新
兵
舗
へ
」
e
の
折
衝
府
の
分
布
状
態
の
所
に
よ
る
と
、
折
衝
府
が
関
内
道
に

次
い
で
多
く
設
け
ら
れ
て
居
り
、
従
っ
て
府
兵
の
数
が
多
く
て
防
人
を
差
出
す

余
裕
が
あ
っ
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
唐
の
防
人
制
度
が
我
が
国
の

防
人
制
度
に
多
分
に
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。

二
　
臼
本
の
防
人

　
我
が
養
老
の
軍
防
舎
に
定
め
ら
れ
て
い
る
兵
役
制
度
に
よ
る
と
、
諸
国
に
軍

団
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
は
将
校
と
し
て
大
里
・
小
髭
・
校
尉
・
旅
出
・
隊
正

が
配
属
さ
れ
、
三
丁
男
に
つ
い
て
一
丁
男
の
割
合
い
で
兵
士
を
点
外
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
兵
士
の
中
で
は
、
軍
撃
剣
の
衛
士
防
人
の
条
文
に
、

　
凡
兵
士
向
レ
掛
者
、
名
昌
衛
士
（
守
レ
辺
者
、
名
二
防
人
↓

と
あ
る
加
幽
く
、
唐
と
同
様
に
京
都
の
警
衛
に
赴
く
も
の
が
衛
士
で
あ
り
、
辺
境

の
守
備
に
赴
く
も
の
が
防
人
で
あ
っ
た
。
又
兵
士
上
番
の
条
文
に
は
、
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凡
兵
士
上
番
潔
、
向
レ
京
一
年
、
向
レ
防
三
年
、
不
レ
計
昌
行
撰

と
あ
っ
て
、
報
務
期
間
は
衛
士
は
一
年
、
防
人
は
三
年
で
あ
っ
た
。
京
都
に
赴

い
た
直
土
は
衛
門
府
と
雨
止
府
に
配
属
さ
れ
た
。
防
人
は
総
て
大
宰
府
に
配
属

さ
れ
て
、
そ
の
管
内
の
筑
紫
・
壱
岐
・
対
馬
の
警
備
に
任
じ
た
の
で
あ
る
。
園

司
部
昌
領
衛
士
防
人
一
の
条
文
に
、

　
凡
衛
士
向
γ
京
、
防
人
至
レ
津
之
間
、
皆
令
昌
国
司
親
自
差
領
（
自
編
津
発
日
ハ
専

　
使
出
領
、
付
鳳
大
宰
府
嚇
（
下
略
）

と
あ
る
は
、
防
人
の
勤
務
地
へ
赴
く
た
め
の
集
合
場
所
は
津
、
す
な
わ
ち
難
波

の
灘
で
あ
り
、
そ
こ
ま
で
は
各
国
の
国
司
が
部
領
使
と
な
っ
て
引
率
し
て
来
る

が
、
こ
こ
で
輸
送
宰
領
の
専
使
が
受
取
っ
て
、
海
上
か
ら
大
宰
府
に
送
り
と
ど

け
る
の
で
あ
っ
た
。
又
麗
二
私
釈
一
の
条
文
に
、

　
凡
防
人
向
レ
防
、
各
獅
昌
私
線
ハ
自
扁
津
発
臼
｛
随
給
晶
公
狼
（

と
あ
っ
て
、
防
人
が
難
波
津
に
来
る
ま
で
の
間
の
食
糧
は
自
弁
で
あ
る
が
、
難

波
津
か
ら
は
公
弁
に
な
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
大
宰
府
に
は
そ
の
付
属
の
嘗
「

司
と
し
て
防
人
司
が
あ
り
、
防
人
正
や
佑
な
ど
の
窟
員
が
濫
て
、
防
人
の
事
務

を
取
扱
つ
た
こ
と
は
、
養
老
の
職
員
令
の
大
宰
府
の
所
に
見
・
兄
て
い
る
。

　
養
老
の
甲
防
令
に
は
、
以
上
挙
げ
た
防
人
に
つ
い
て
の
条
文
の
他
に
も
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

諸
規
定
が
見
え
て
い
る
が
、
こ
の
防
人
の
名
が
初
め
て
我
が
史
上
に
現
わ
れ
る

の
は
、
日
本
霜
葉
孝
徳
天
皇
大
化
二
年
（
唐
太
宗
貞
観
廿
年
・
西
暦
六
四
六
年
）

正
月
の
条
に
あ
る
改
新
の
詔
の
中
に
「
初
章
繍
京
師
嚇
醗
　
畿
内
国
司
．
郡
司
．

関
塞
・
斥
候
・
防
人
・
駅
馬
・
伝
馬
こ
と
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
文

で
は
防
人
を
畿
内
に
置
く
と
言
う
の
か
、
或
は
他
の
諸
国
に
傾
く
と
言
う
の
か
、

い
ず
れ
と
も
開
か
に
為
し
難
い
が
、
同
書
天
智
天
塾
三
年
の
所
の
末
尾
に
は

「
是
歳
、
於
二
対
馬
島
・
壱
岐
島
・
筑
紫
再
思
↓
藤
壷
防
与
τ
燦
」
と
あ
っ
て
、
天

智
天
皇
三
年
（
六
六
四
）
に
対
馬
・
壱
岐
・
筑
紫
に
防
人
を
置
い
た
こ
と
を
明

か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
三
韓
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
は
説
明
を
要
し
な
い
。

又
同
書
持
統
天
皇
三
年
（
六
八
九
）
二
月
の
条
に
「
詔
、
筑
紫
防
人
、
満
昌
年

限
｝
巻
替
」
と
あ
る
は
、
防
人
に
は
勤
務
年
限
の
定
め
が
既
に
出
来
て
い
た
こ

と
を
明
か
に
し
て
い
る
沌
の
で
あ
る
。
大
宝
．
養
老
の
律
令
の
施
行
期
に
入
っ

て
か
ら
は
、
続
日
本
馬
立
武
天
皇
天
平
二
年
（
唐
玄
宗
開
元
十
八
年
・
廼
麿
七

三
〇
年
）
九
月
の
己
卯
の
条
に
、

　
停
晶
諸
国
防
入
｛

と
先
ず
見
え
て
い
る
。
こ
の
一
文
は
「
諸
国
に
置
か
れ
て
い
た
防
人
を
や
め
た
」

と
雷
う
意
味
に
も
解
さ
れ
る
し
、
「
諸
国
か
ら
差
出
す
る
防
人
を
や
め
た
」
と

の
意
味
に
も
解
さ
れ
る
。
従
来
の
説
明
で
は
、
諸
国
か
ら
差
出
す
る
の
を
や
め

て
、
東
國
だ
け
か
ら
差
出
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
早
計
な
判
断
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
文
に
康
濁
と
需
う
意
味
は
ど
こ
に
も
現
わ

れ
て
居
ら
な
い
。
成
程
、
既
に
掲
げ
た
養
老
の
軍
曳
航
の
国
司
部
二
丁
凄
艶
防

人
一
の
条
文
に
は
「
防
人
至
レ
津
之
闘
」
と
か
「
付
　
大
宰
府
こ
と
あ
っ
て
、
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
ぬ

国
の
防
人
を
難
波
津
に
集
め
て
、
そ
れ
を
大
宰
階
に
交
付
す
る
定
め
で
あ
る
か
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ヘ
　
　
へ
　
　
で
　
　
も

の
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
防
人
至
レ
津
之
間
」
に
は
東
国
の
防
人
と
言
う
文
字
は

全
く
現
わ
れ
て
居
ら
ず
、
東
国
以
外
の
防
人
も
津
に
集
る
こ
と
も
あ
り
得
る
訳

で
あ
り
、
更
に
は
又
養
老
の
律
令
は
元
正
天
皇
の
養
老
二
年
（
唐
玄
宗
開
元
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

年
・
西
暦
七
一
八
年
）
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
施
行
は
孝
謙
天
皇
の
天

平
宝
字
元
年
（
癬
粛
宗
棄
徳
二
年
・
西
暦
七
五
七
年
）
か
ら
で
あ
る
か
ら
、

「
停
　
諸
国
防
人
こ
と
言
う
詔
が
出
さ
れ
た
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
の
頃
に
は
、

ま
だ
養
老
の
軍
防
令
な
ど
は
施
行
さ
れ
て
居
ら
ず
、
大
宝
の
軍
防
壁
が
施
行
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
宝
令
に
門
防
人
至
レ
津
之
間
」
と
言
う
句
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
天
平
二
年
の
詔
の
「
陣
漏
諸
国
防
人
こ
と
あ
る
の

を
直
ち
に
東
国
か
ら
の
み
防
人
を
差
出
す
る
こ
と
に
改
め
た
の
で
あ
る
と
解
す

る
の
は
、
甚
だ
同
意
し
難
い
の
で
あ
る
。
多
分
こ
れ
は
後
年
に
東
国
か
ら
の
み

防
人
を
大
宰
府
へ
差
遣
す
る
よ
5
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
事
実
か
ら
逆
推
し
て
、

か
く
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
句
は
「
諸
国
に
羅
か
れ
て
い
た
防

人
を
や
め
て
、
筑
紫
・
壱
岐
・
対
馬
だ
け
に
防
人
を
羅
く
こ
と
に
し
た
」
と
解

さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
解
し
な
い
と
次
に
現
わ
れ
る
虚
日
本
紀
天
平
九
年

九
月
発
巳
の
条
の

　
是
日
、
簿
急
坑
紫
防
人
↓
帰
昌
干
本
郷
↓
差
昌
筑
紫
人
↓
令
レ
戌
瓢
熔
岐
・
対
馬
嚇

と
あ
る
一
文
の
解
釈
が
出
来
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
筑
紫
に
置

か
れ
て
い
た
防
人
も
天
平
九
年
九
月
に
廃
藩
し
、
壱
岐
と
対
馬
に
は
筑
紫
の
人

を
防
人
と
し
て
差
遣
す
る
よ
う
に
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
翻
の
諸
国
防
人
を

諸
国
繊
身
の
防
入
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
筑
紫
聞
入
は
当
然
に
筑
紫
出
身
の
防
人

と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
驚
の
を
東
国
出
身
以
外
の
防
人
を
や
め
た
と
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
筑
紫
出
身
の
防
人
は
な
い
筈
で
あ
る
。
天
平
ご
年
の
「
停
晶

諸
園
防
人
こ
と
天
平
九
年
の
「
停
願
肌
紫
防
人
一
」
と
は
、
そ
の
文
体
が
全
く

同
一
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
そ
の
文
意
も
全
く
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
停
吊
諸
国
防
人
こ
を
「
東
圏
以
外
の
諸
国
出
身
の
防
入
を
や
め
る
」
と
解
釈

し
、
　
「
停
篇
功
紫
防
人
こ
を
門
筑
紫
に
置
か
れ
て
あ
る
防
人
を
や
め
る
」
と
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

釈
す
る
の
は
、
開
か
に
矛
盾
せ
る
解
釈
で
あ
る
。
大
日
本
古
文
書
巻
二
や
竹
内

理
三
教
擾
編
康
楽
遺
文
上
巻
正
税
帳
に
収
め
ら
れ
て
い
る
天
平
十
年
の
駿
河
国

の
正
税
帳
に
は
、
閥
防
人
と
し
て
こ
の
国
を
通
過
し
た
伊
豆
・
甲
斐
・
相
模
・

安
募
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
の
富
国
遍
身
の
防
人
数
や
、
遠
江
の
旧
防
人
二
皮

使
・
同
史
生
及
び
駿
河
の
旧
防
人
部
領
使
史
生
・
同
軍
団
少
毅
の
こ
と
が
記
載

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
旧
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
年
の
天
平
九
年
九

月
に
筑
紫
の
防
人
を
や
め
た
の
で
、
そ
こ
よ
り
翌
天
平
十
年
に
復
員
帰
還
し
た

谷
図
の
立
入
達
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
れ
の
み
で
あ
れ
ば
、
い
か
に
も
東

国
出
身
の
防
人
達
の
み
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
駿
河
の
国
を
起
点
と

し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
天
平
九
年
九
月
に
や
め
ら
れ
た
筑
紫
の
防
人
は
、
そ
の
後
に
復
活
さ
れ
た
よ

う
で
あ
っ
て
、
天
平
九
年
号
り
二
十
年
後
の
続
日
本
紀
孝
謙
天
皇
天
平
室
字
元

年
（
唐
粛
宗
至
徳
二
年
・
西
暦
七
五
七
年
）
閏
八
月
壬
申
の
条
に
は
、
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こ
の
ご
ろ

　
勅
日
、
大
宰
府
防
人
、
頃
年
差
二
坂
東
諸
国
兵
士
一
発
遣
、
由
レ
是
、
路
次
之

　
国
、
皆
蕾
二
供
給
輔
防
人
産
業
、
亦
難
晶
弁
済
嚇
自
レ
今
已
後
、
宜
丁
差
　
西
海
道

　
七
国
兵
士
合
一
千
人
一
面
二
防
人
司
↓
依
レ
式
千
成
か
其
集
レ
府
之
日
、
便
習
＝
五

　
総
州
墓
具
一
別
式
↓

と
あ
っ
て
、
寒
鯛
坂
東
出
身
の
防
入
が
大
宰
府
に
差
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
こ
こ
に
初
め
て
坂
東
諸
国
を
中
心
と
す
る
東
国
毘
身
の
防
人
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

が
現
わ
れ
て
来
る
が
、
こ
の
差
遣
は
頃
年
と
あ
る
か
ら
、
天
平
宝
字
元
年
を
去

る
こ
と
あ
ま
り
遠
く
な
い
年
に
始
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
審
実
は
万
葉
集
に

よ
っ
て
も
知
り
得
ら
れ
る
。
万
葉
集
に
は
そ
の
巻
十
四
と
巻
二
十
と
に
防
人
達

の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
巻
二
十
に
は
「
天
平
勝
宝
七
歳
乙
未
二
月
、
相

　
　
　
　
　
　
つ
か
わ

替
り
て
筑
紫
に
遣
さ
る
る
諸
国
の
防
人
達
の
歌
漏
と
あ
っ
て
、
天
平
宝
字
元
年

よ
リ
ニ
年
前
の
天
平
勝
宝
七
歳
（
唐
玄
宗
三
宝
十
四
年
・
西
暦
七
五
五
年
）
に

筑
紫
に
差
遣
さ
れ
た
防
人
が
作
っ
た
歌
が
見
え
て
居
り
、
更
に
は
「
右
の
八
雷

　
さ
き
っ
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ
れ
の
‘
い
　
み
　
き
も
ろ
き
み

は
昔
年
の
防
人
の
歌
な
り
。
主
典
刑
部
少
録
正
七
位
上
磐
余
僻
美
吉
諸
君
が
抄

写
し
て
兵
部
少
輔
大
伴
宿
禰
家
持
に
贈
れ
り
」
と
し
て
八
首
の
防
人
が
作
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

歌
を
も
載
せ
て
い
る
し
、
　
「
昔
年
根
替
り
し
防
人
の
歌
一
首
」
と
し
て
一
首
の

歎
を
載
せ
て
い
る
。
昔
年
と
は
天
平
勝
宝
七
歳
よ
り
以
前
の
年
と
言
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
防
人
の
勤
務
期
間
は
三
年
で
あ
っ
た
か
ら
、
多
分
天
平
勝
案
七
歳
か

ら
三
年
前
の
天
平
勝
宝
四
年
越
こ
と
で
あ
ろ
う
。
天
平
勝
宝
年
間
に
こ
の
よ
う

に
筑
紫
へ
防
人
の
差
遣
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
上
記
天
平
宝
字
元
年
の
勅
に
「
大

宰
府
防
人
、
頃
年
差
＝
坂
東
諸
国
兵
士
｝
発
議
」
と
あ
る
頃
年
に
糊
符
合
す
る
の

で
あ
る
。
又
万
葉
集
巻
二
十
に
は
防
人
の
出
身
地
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
遠
江
・
相
模
・
駿
河
・
常
陸
・
上
野
・
下
野
・
上
総
・
下
総
・
信
濃
・
武
蔵

の
十
力
国
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
上
記
詔
勅
に
坂
東
諸
国
の
兵
士
と
あ
る
に
相
符

合
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
東
園
出
身
の
防
人
が
筑
紫
に
赴
い
て
勤
務
す
る
こ
と

は
、
非
常
な
苦
役
で
あ
る
か
ら
、
天
平
宝
掌
元
年
に
こ
れ
を
や
め
て
、
西
海
道

七
國
の
兵
士
一
千
入
を
以
て
そ
の
代
り
に
充
て
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
天
平
宝
字
元
年
に
東
国
繊
身
の
防
入
を
筑
紫
に
差
遣
す
る
こ
と
を
中
止
し
て

か
ら
十
年
後
の
称
徳
天
皇
天
平
神
護
二
年
（
藤
代
宗
大
意
元
年
・
瀕
暦
七
六
六

年
）
に
、
ま
た
差
遣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
聖
日
本
紀
天
平
神
護
二
年

四
月
壬
辰
の
条
に
、

　
大
宰
連
言
、
防
レ
機
甲
レ
辺
、
本
資
一
一
束
国
之
軍
の
持
レ
衆
宜
レ
威
、
非
当
意
筑
紫

　
最
短
黒
藻
割
鐘
肌
前
年
六
国
兵
士
↓
以
為
昌
防
人
一
結
昌
其
所
》
遣
、
分
＝
番
上
下
｛

　
人
非
漏
勇
健
輔
防
守
難
レ
済
、
軍
需
、
東
國
防
人
、
依
レ
旧
配
レ
成
、
勅
、
修
篇
理

　
陸
奥
母
型
一
品
輿
昌
東
国
力
役
の
審
須
瀞
彼
此
通
融
各
得
埠
其
宜
↓
今
聞
、
東
国
防

　
人
、
多
留
ご
暦
肌
些
傘
↓
鼻
下
加
里
検
妊
桐
一
日
｝
以
配
平
成
、
即
随
昌
甘
バ
数
↓
簡
鼠
却
蕊
ハ
国
所

　
レ
点
防
人
↓
具
レ
連
奏
来
、
計
篇
其
所
7
欠
、
差
二
点
東
人
↓
以
填
害
一
千
｛
斯
蝶
蝿

　
国
労
軽
、
西
派
兵
足
、

と
あ
る
。
既
に
や
め
て
い
た
東
国
出
身
の
防
人
を
復
活
し
て
筑
紫
に
差
遣
し
、

筑
紫
出
身
の
防
人
に
意
え
て
三
千
人
と
し
て
辺
防
に
当
ら
し
め
よ
う
と
の
大
宰
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府
の
要
求
に
朝
廷
が
応
じ
て
、
そ
の
よ
う
に
処
徹
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
復
活
も
次
の
光
仁
天
皇
の
在
位
を
経
て
桓
武
天
皇
の
治
世
に
入
る
と
、
ま
た

廃
止
さ
れ
て
、
そ
れ
以
後
は
復
活
を
見
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
類
聚

三
代
格
巻
十
八
軍
毅
兵
士
鎮
兵
事
の
所
に
あ
る
桓
武
天
皇
延
暦
十
四
年
十
一
月

廿
二
日
の
太
政
窟
謹
奏
応
下
廃
二
防
人
｝
以
漏
丘
高
士
一
充
ゆ
辺
成
旧
事
に
、

　
右
謹
検
昌
案
内
雨
太
政
官
去
延
暦
二
年
五
月
乱
国
理
工
勅
符
称
、
縁
甲
蝦
夷
騒

　
動
｛
停
レ
相
二
替
辺
成
碗
□
人
懐
レ
土
、
況
久
　
覇
旅
｛
宜
下
就
二
彼
防
一
簡
篇
願
レ
塾
徒
↓

　
井
括
鳳
隅
防
逃
留
↓
以
配
心
裏
成
卸
其
所
レ
使
者
、
差
一
当
土
兵
士
一
発
レ
二
者
、
今

　
聞
、
防
人
摺
替
、
一
周
為
レ
期
、
久
倦
昌
成
場
嚇
自
五
二
家
業
嚇
加
受
粉
人
為
レ
費
、

　
触
レ
馨
尤
多
、
臓
等
望
請
、
専
廃
昌
防
人
↓
各
差
晶
当
土
兵
士
↓
彼
此
量
レ
便
、
配
晶

　
雷
門
戌
↓
唯
壱
岐
対
馬
等
二
成
、
隔
レ
海
懸
遠
、
有
レ
煩
一
【
往
還
↓
一
依
一
【
旧
例
↓

　
以
為
昌
防
人
一
夫
順
防
人
、
［
口
］
原
付
野
点
吊
兵
士
嚇
如
不
レ
願
レ
留
、
及
欲

　
レ
随
レ
道
導
、
差
扁
押
領
使
嚇
依
レ
例
進
上
、
其
防
人
解
官
、
岡
従
昌
停
廃
↓
三
等

　
商
量
、
具
筆
遣
レ
前
、
建
軍
＝
天
裁
晶
出
以
申
聞
、
謹
奏
、

と
あ
る
。
こ
の
太
敷
官
の
謹
奏
に
よ
る
と
、
桓
武
天
皇
の
延
麿
二
年
（
七
八
藁
）

五
月
に
は
東
国
出
身
の
防
人
を
筑
紫
に
派
遣
交
代
す
る
こ
と
を
中
止
し
、
た
だ

策
国
謁
身
の
防
人
の
中
で
筑
紫
に
留
ま
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
と
か
、
逃
亡

し
て
発
見
さ
れ
て
つ
れ
戻
さ
れ
た
も
の
な
ど
を
以
て
常
成
防
人
と
し
て
筑
紫
に

と
ど
め
、
そ
の
不
足
の
分
は
当
土
の
兵
土
を
以
て
補
う
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は

蝦
夷
が
叛
い
た
が
た
め
で
あ
る
。
か
く
延
暦
二
年
に
防
人
稠
度
は
改
め
ら
れ
た

が
、
延
腰
十
四
年
十
一
月
の
太
政
官
の
謹
奏
で
は
、
こ
の
筑
紫
の
防
人
や
大
宰

府
の
防
人
司
は
や
め
に
し
、
た
だ
壱
妓
と
対
島
に
は
、
旧
の
如
く
防
人
を
煙
く

と
言
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
謹
奏
は
納
れ
ら
れ
て
、
実
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
日

本
後
紀
桓
武
天
皇
延
暦
廿
三
年
六
月
甲
子
の
条
に
、

　
大
宰
府
言
、
壱
岐
島
防
人
糧
、
受
　
筑
前
穀
丙
運
漕
銀
苦
、
屡
致
一
諏
失
↓
寄
子
、

　
廃
晶
六
国
所
レ
配
防
人
廿
人
凶
以
　
当
室
兵
±
三
百
人
↓
分
番
配
置
、
不
レ
労
昌
給

　
釈
↓
許
レ
之
、

と
あ
っ
て
、
延
暦
昔
三
年
頃
は
壱
岐
に
は
筑
紫
六
国
出
身
の
防
人
が
置
か
れ
て

あ
り
、
そ
れ
を
も
廃
止
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
算
当
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
対
島
の
防
人
も
そ
の
頃
に
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
延
暦
廿
三
年

に
廃
止
さ
れ
た
壱
岐
の
防
人
は
、
悉
く
が
筑
紫
六
国
の
出
身
者
で
あ
っ
て
、
東

国
出
身
藩
は
最
早
や
一
人
も
含
ま
れ
て
居
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
延
暦
十
四

年
十
一
月
廿
二
艮
の
太
政
官
の
謹
奏
に
よ
つ
て
、
東
国
出
身
の
防
人
は
完
全
に

姿
を
消
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
延
暦
廿
三
年
以
後
に
も
防
人
の
復

活
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
東
国
出
身
の
防
人
の
名
は
境
わ
れ
ず
、

東
国
出
身
の
防
人
は
延
暦
十
四
年
を
以
て
完
全
に
無
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
東
国
か
ら
防
人
が
餓
た
理
由

　
我
が
班
田
収
授
法
時
代
に
筑
紫
・
壱
岐
・
対
島
の
警
備
の
た
め
に
、
東
国
繊

身
の
防
人
が
特
に
差
遣
さ
れ
た
の
は
、
奈
良
朝
の
認
諾
天
皇
の
天
平
勝
宝
年
闘
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の
前
半
に
始
っ
て
、
平
安
朝
の
初
期
で
あ
る
桓
武
天
皇
の
延
磨
十
四
年
に
終
る

約
四
十
余
年
間
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
特
に
初
め
の
天
平
勝
宝
頃
は
、
東
国
出
身

の
防
人
だ
け
が
こ
の
方
面
の
警
備
を
適
当
し
た
。
そ
の
後
は
東
国
出
身
者
と
筑

紫
嵐
身
者
と
の
混
成
軍
・
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
奈
良
朝
の
天
平
勝
宝
年
間
か

ら
、
東
国
出
身
の
防
人
が
特
に
浮
び
上
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
如
何
な
る
理

由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
距
離
の
点
か
ら
言
え
ば
、
中
国
や
四
国
な
ど
の
西

国
方
衝
か
ら
差
遣
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
態
々
遠
方
で
あ
り
、
且
つ
蝦
夷

地
経
営
の
後
方
基
地
と
意
う
重
大
な
使
命
を
負
う
坂
東
及
び
そ
の
付
近
の
東
国

か
ら
、
無
理
を
し
て
費
重
な
兵
員
中
か
ら
多
数
の
部
面
を
割
い
て
九
州
に
差
遣

し
た
の
は
、
何
か
特
別
な
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
こ
れ
は
唐
の
玄

宗
時
代
の
防
入
制
度
を
多
分
に
摂
取
し
た
が
た
め
と
思
う
。
唐
の
玄
宗
時
代
の

防
人
は
、
主
と
し
て
山
東
蹴
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
第
一
節
の
所
で
述
　
’

べ
て
置
い
た
、
こ
の
唐
の
玄
宗
の
時
の
防
人
は
艦
船
墨
身
で
あ
る
と
言
う
所
か

ら
、
我
が
防
人
の
東
国
細
身
と
言
う
こ
と
が
生
れ
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

理
由
は
我
が
海
膨
天
皇
が
在
位
し
た
天
平
勝
宝
の
八
年
間
、
及
び
天
平
宝
字
二

年
ま
で
の
闘
は
、
唐
の
玄
宗
の
天
宝
八
年
（
七
四
九
）
か
ら
十
四
年
（
七
五
五
）

ま
で
と
、
粛
宗
の
至
徳
の
ニ
カ
年
を
経
て
乾
元
元
年
（
七
七
入
）
に
至
た
る
の

間
に
当
る
の
で
あ
る
。
こ
の
孝
謙
天
皇
の
在
位
時
代
が
麿
の
文
化
を
多
く
採
り

入
れ
た
我
が
奈
良
朝
の
中
で
も
、
唐
へ
の
一
辺
倒
の
最
も
強
い
時
で
あ
り
、
唐

の
文
化
を
蚤
取
す
る
こ
と
が
澱
も
早
く
且
つ
忠
実
な
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
私
は
『
文
化
』
第
十
六
巻
第
六
号
所
載
拙
稿
「
奈
良
朝
孝
謙
天

皇
時
代
の
詔
勅
二
つ
」
に
論
じ
て
あ
る
。
そ
の
孝
謙
天
皇
の
詔
勅
二
つ
と
弔
う

の
は
、
そ
の
一
つ
は
続
日
本
紀
孝
謙
天
皇
天
平
勝
宝
七
年
（
七
五
五
）
正
月
甲

子
の
所
に
あ
る

　
勅
、
為
レ
有
レ
所
レ
思
、
宮
下
改
＝
天
平
勝
宝
七
年
一
跡
申
天
平
勝
宝
七
歳
炉

と
言
う
詔
で
あ
っ
て
、
年
を
歳
と
改
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
玄
宗
が
天
仁

三
年
（
七
四
四
）
正
月
に
詔
を
発
し
て
（
唐
大
詔
令
書
巻
四
）
、
年
を
載
に
改
め

た
の
を
真
似
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
続
日
本
紀
孝
謙
天
皇
天
平
宝
字
元

年
（
七
五
七
）
四
月
辛
巳
の
所
に
あ
る
中
期
・
丁
男
の
年
齢
の
引
き
上
げ
、
孝

経
一
本
の
各
家
蔵
、
隠
逸
薪
の
優
遇
に
つ
い
て
の
詔
で
あ
っ
て
、
こ
の
詔
は
長

文
で
あ
る
を
以
て
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
詔
は
玄
宗

が
天
宝
三
年
（
七
四
四
）
十
二
月
に
発
し
た
親
　
祭
九
画
壇
（
大
　
赦
天
下
一
翻
（
唐

大
詔
令
下
巻
七
十
圏
）
を
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の

二
詔
勅
を
以
て
し
て
も
判
る
如
く
、
こ
の
頃
は
非
常
な
早
さ
で
彼
の
制
度
を
採

り
入
れ
、
非
常
に
相
似
た
制
度
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
山
策
出
身

の
防
人
に
倣
っ
て
我
国
で
も
東
国
出
身
の
防
人
を
造
っ
た
の
で
あ
る
と
見
散
し

て
も
、
不
喬
然
な
判
断
で
は
な
か
ろ
う
。
天
平
勝
宝
七
年
に
、
彼
に
倣
っ
て
年
を

以
て
歳
と
改
め
た
が
、
続
日
本
紀
孝
謙
天
皇
天
平
宝
字
元
年
八
月
甲
午
の
条
に
、

　
窟
下
改
　
天
平
勝
窯
九
歳
八
月
十
八
日
↓
以
話
中
天
平
宝
字
元
年
炉

と
あ
る
如
く
、
天
平
宝
玉
元
年
八
月
甲
午
に
は
歳
を
以
て
又
本
来
の
年
に
復
帰
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せ
し
め
た
が
、
そ
の
翌
月
の
闘
八
月
モ
申
に
は
、
既
に
掲
げ
た
如
く
、
詔
勅
を

以
て
東
国
等
身
の
防
人
を
や
め
て
酉
海
道
欝
欝
の
兵
士
を
以
て
防
入
に
当
て
る

こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
歳
を
や
め
て
年
へ
の
復
帰
と
、
東
国
出
身
の
防
人
を

や
め
る
こ
と
を
殆
ん
ど
同
時
に
行
っ
た
の
は
、
彼
の
滑
落
の
模
倣
の
関
連
旧
荘
を

示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
　

『
史
学
雑
誌
』
四
一
ノ
十
　
所
載
の
浜
口
重
国
博
士
の
論
文
「
府
兵
制

　
度
よ
り
新
兵
制
へ
」
e
第
四
簾
折
衝
府
を
参
照
さ
れ
た
し
。

②
　
資
治
通
鑑
巻
一
九
四
と
薪
爵
欝
巻
五
十
に
は
関
内
道
の
折
衝
府
の
数
は

　
二
百
穴
十
一
と
な
っ
て
い
る
が
、
麿
ム
写
要
巻
七
二
に
は
三
百
六
十
｝
と
な

　
つ
て
い
る
。
今
は
資
治
通
鑑
と
新
唐
欝
と
に
従
っ
て
置
く
。

③
十
二
衛
と
は
友
右
衛
・
左
右
饒
衛
・
左
右
武
衛
・
左
右
威
衛
・
左
右
領

　
軍
衛
．
左
右
金
吾
衛
で
あ
り
、
六
率
府
と
は
左
右
籍
率
府
・
左
右
司
禦
率

　
府
。
左
右
清
道
率
府
で
あ
る
。

④
　
浜
口
重
麟
醇
士
の
調
査
せ
る
折
衝
府
の
分
布
状
態
は
、
関
内
道
は
二
百

　
七
十
六
、
河
南
道
は
八
十
六
、
河
東
道
は
百
四
十
九
、
河
北
道
は
四
十
一
、

　
朧
右
道
は
三
十
三
、
由
南
道
は
十
一
鳳
、
准
南
道
は
七
、
江
南
道
は
四
、
劔

　
南
道
は
十
、
嶺
無
道
は
四
で
あ
る
。

⑤
　
縫
で
は
防
人
の
こ
と
を
鎮
兵
と
か
鎮
戌
兵
な
ど
と
も
称
し
た
が
、
我
が

　
圏
で
は
綱
度
が
整
っ
て
か
ら
の
防
入
と
購
え
ば
、
筑
紫
・
壱
岐
・
対
馬
の

　
警
備
に
任
じ
た
兵
士
で
あ
っ
て
、
蝦
夷
に
対
す
る
警
備
に
当
っ
た
兵
土
は
、

　
こ
れ
を
鎮
兵
と
特
に
称
し
た
。
続
日
本
紀
孝
謙
天
皇
天
平
窯
宇
元
年
四
月

　
辛
巳
の
詔
の
中
に
も
「
兵
士
丼
防
人
・
鎮
兵
・
衛
士
・
火
頭
・
仕
丁
・
云

　
云
」
と
あ
る
ご
と
く
、
防
人
と
鎮
兵
と
は
別
物
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
し
、

　
類
聚
三
代
格
巻
十
八
軍
毅
兵
土
鎮
兵
事
に
は
、
陸
奥
へ
派
邉
の
鎮
兵
が
、

　
普
通
の
兵
士
と
は
区
胴
し
て
販
扱
わ
れ
て
い
る
例
が
見
え
て
い
る
。

⑥
『
史
学
雑
誌
』
四
七
ノ
八
所
載
坂
本
太
郎
博
土
論
文
「
養
老
律
命
の
施

　
行
に
就
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
し
。

⑦
　
　
∴
八
n
口
数
古
文
堂
目
巻
二
等
、
竹
内
理
…
…
…
新
払
授
媚
網
蜜
り
両
々
遣
正
嘉
上
巻
正
税
帳
に
み
め

　
る
天
平
十
年
・
の
周
防
圏
の
正
税
帳
に
は
、

　
　
着
京
防
人
参
般
供
給
穎
稲
壱
仔
捌
伯
睦
捻
漆
東

　
　
　
堀
扉
斗
識
降
直
聞
継
束
陸
把
整
娠

　
　
　
　
右
、
依
都
領
使
穴
宰
府
少
判
事
従
七
位
下
錦
部
連

　
　
　
　
定
麻
呂
去
天
平
十
年
四
月
十
九
臼
牒
、
供
給
如
件
、

　
　
中
般
防
人
玖
伯
伍
拾
参
人
二
田
半
料
穎
灯
下
伯
旧
訳
壱
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ロ
モ

　
　
　
食
料
玖
伯
伍
拾
参
束
卿
欄
一
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
さ
　

　
　
　
塊
難
斗
漆
升
陸
合
伍
タ
ゴ
錫
ε
窪
稲
捌
束

　
　
　
　
ゐ
偵
、
　
依
部
額
一
丁
正
｛
ハ
位
下
上
道
臣
千
代
土
A
天
平
十
・
年
甲
丑
月
八
日
牒
、

　
　
　
　
供
給
如
件
、

　
　
後
毅
防
人
壱
伯
弐
拾
難
，
人
二
二
日
料
穎
稲
二
選
東

　
　
　
食
料
玖
拾
玖
東
雲
掘
蹴
燗
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ヨ
　

　
　
　
急
難
升
玖
含
陸
タ
コ
棚
F
直
稲
置
把

　
　
　
　
右
、
依
都
領
使
大
宰
史
生
従
八
位
下
小
豪
重
連
常

　
　
　
　
入
軽
業
入
瀞
†
十
煽
ヰ
六
月
〃
十
⊥
一
R
【
牒
、
　
墨
絵
加
邪
件
、

　
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
天
平
十
偏
ヰ
に
京
都
に
商
∵
）
防
人
を
大
宰
・
府
…
の
職
員
が

　
部
領
し
て
、
閥
防
の
国
を
通
過
し
た
記
録
で
あ
る
。
京
都
に
番
上
す
る
の

　
は
衛
士
で
あ
っ
て
防
人
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
記
録
は
前
年
の
天
平
九
年

　
九
月
に
筑
紫
の
防
人
を
廃
止
し
た
の
で
、
そ
の
逸
士
に
よ
っ
て
不
胴
と
な

　
つ
た
防
人
を
衛
士
に
転
用
す
る
た
め
に
、
大
宰
府
の
職
員
が
部
領
し
て
周

　
防
岡
を
通
過
し
、
京
都
に
起
つ
た
の
を
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑧
こ
の
防
人
作
の
｝
首
だ
け
を
載
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
聡
の
夜
の
行

　
く
先
知
ら
ず
行
く
習
を
何
時
来
ま
さ
む
と
問
ひ
し
児
ら
は
も
」
と
あ
る
も

　
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
三
十
五
年
八
月
二
十
三
日
議
了
。
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Border　Defenders　from　the　Eastern　Countries

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shizuo　Sogabe

　　The　Fu－Ping府兵system，　origi餓ted　in　Si－zvei西魏，　was　i葺troduced．

to　T‘ang唐　through　Pe－chou　and　T‘・teo　擁ヒ周・【嘱．　Border　defenders

were　a　special　feature　of　the　Fu－Ping府兵system　in　T‘ang，　many

coming　from　Shan－tung　diiptl．　This　system　was　introduced　into　Japan’s

military　system　in　the　Rf魏2フ6律：令period，　and　in　our　system，　too，

there　were　8αん翻07’幻坊人who　defended　particularly寳3伽s13f筑紫，

鷺¢壱岐，and　Tsiishimα対馬，　and　come　mainly　from％8’oku東国．

Then　what　significance　has　this　siinilarity　？　The　answer　is　that　our

sys．tem　followed　the　Chinese　example．

（　318　）


